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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメントを含有しない水に不溶性の固体分と水との混合体の水分を測定する方法であっ
て、該混合体と前記固体分よりも比重が小さく且つ水よりも比重が大きい疎水性の液体と
を混合して、該疎水性の液体に前記混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程、前記
疎水性の液体と水とを重力または遠心力により分離する工程、および、分離された水の量
を測定することにより混合体中の水分量を検出する工程を包含することを特徴とする水分
量測定方法。
【請求項２】
　セメントを含有する水に不溶性の固体分と水との混合体の水分を測定する方法であって
、該混合体と前記固体分よりも比重が小さく且つ水よりも比重が大きい疎水性の液体とを
混合して、該疎水性の液体に前記混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程、前記疎
水性の液体と水とを重力または遠心力により分離する工程、および、分離された水の量を
測定することにより混合体中の水分量を検出する工程を包含し、前記混合体と前記疎水性
の液体とを混合する前に、混合体にセメントの水和を抑制または停止するための水和反応
停止剤を添加することを特徴とする水分量測定方法。
【請求項３】
　前記混合体がスラリー状のもの（以下、水性スラリー）であることを特徴とする請求項
１または２記載の水分量測定方法。
【請求項４】
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　前記固体分として、骨材、水に不溶性の無機質粉体材料、またはこれらのうちの２種以
上を含有することを特徴とする請求項１または３記載の水分量測定方法。
【請求項５】
　前記固体分として、セメントを含有し、さらに骨材、水に不溶性の無機質粉体材料、ま
たはこれらのうちの２種以上を含有することを特徴とする請求項２または３記載の水分量
測定方法。
【請求項６】
　前記混合体と前記疎水性の液体との混合を、混合により生成される混合物の体積を計測
するための目盛りを有する容器中で行い、前記疎水性の液体と水とを分離する工程を経て
分離された水の量を、前記容器の目盛りによって計測することにより混合体中の水分量を
検出することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の水分量測定方法。
【請求項７】
　所定量の水を混合した混合体を調製し、該混合体と前記疎水性の液体とを混合して、疎
水性の液体に前記混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程および疎水性の液体と水
とを分離する工程を経て、分離された水の量を測定し、測定された水の量と混合体の調製
時に実際に混合した水の量の関係を予め求めておき、この関係に基づいて混合体中の水分
量を検出することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の水分量測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水に不溶性の固体分と水との混合体の水分を測定する水分量測定方法、とくに
、セメントと水からなるセメントペースト、セメント、細骨材、混和材、水からなるセメ
ントモルタル、セメント、粗骨材、細骨材、混和材、水などからなるフレッシュコンクリ
ート、その他各種粉体と水からなる粉体スラリーのような水性スラリーの水分量の測定に
好適に使用される水分量測定方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンクリート配合における水量は、フレッシュコンクリートの性状、硬化したコンクリー
トの強度や耐久性などの諸特性に大きく影響する重要な因子である。フレッシュコンクリ
ート中の水分は、コンクリートの配合時に供給される計量水以外に、砂、砂利など骨材に
付着している表面水などとして導入され、これらの水量によって大きく変動する。
【０００３】
生コンクリート製造における工程管理では、スランプが所定の品質基準に適合するように
、水量補正がプラントで行われたり、施工現場での荷おろし前に行われたりすることがあ
る。しかしながら、このような水量補正方法では、コンクリートの真の単位水量が正確に
判明しないのが現状である。コンクリートの単位水量は、長期の耐久性に大きく影響する
ことから、生コン工場から運搬された生コンクリートを建設現場に受け入れる際の検査に
おける水分量の測定は、コンクリートの品質管理上きわめて重要となっている。また、最
近はシリカヒュームなどの無機質粉体を予め水と混合してスラリー状としたものをコンク
リート練り混ぜ時に添加することも行われており、そのスラリーの水分量も品質管理上、
簡易的に測定できることが望まれている。
【０００４】
従来、フレッシュコンクリート中の水分量を測定する方法としては、一般に、コンクリー
ト中の水分を、電熱乾燥機、赤外線乾燥機、あるいは電子レンジを用いて加熱、蒸発させ
、蒸発前後のコンクリートの重量差から水分量を求める加熱乾燥法が用いられているが、
加熱乾燥法は、乾燥機を必要とするとともに、高温、長時間の乾燥を要するという問題点
がある。
【０００５】
また、水素原子核による放射線の散乱現象を利用して水量を求める中性子水分計、被測定
物の密度変化によりγ線の減衰変動が生じることを利用して、γ線を照射することにより
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コンクリート中の水分量を測定する方法、マイクロ波共振を用いる水分計の使用も提案さ
れているが、これらの方式は、いずれも特殊な装置を必要とし、また、放射線源を取り扱
う時には十分な注意が必要であり、安全上、法規上の問題から強い放射線源を使用できな
い場合があるという問題もある。このようなことから、上記従来の水分量測定方式は、い
ずれも現場での工程管理や生コンの受入れ検査における水分量測定に活用される状況には
ないというのが現状である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、とくにコンクリートの水分量を測定する場合における上記従来の問題を解消す
るためになされたものであり、その目的は、大掛かりな装置や特殊な装置を使用すること
なく、電気などのエネルギーも必要とせず、簡便且つ短時間で水分量を測定することがで
き、生コンの受入れの可否を迅速に判断することを可能とする水分量測定方法を提供する
ことにある。
【０００７】
また、本発明による水分量測定方法は、コンクリートの水分量測定のみでなく、前記のよ
うに、セメントと水からなるセメントスラリー、セメント、細骨材、水からなるセメント
モルタル、各種粉体と水からなる粉体スラリーなどの水性スラリー、水を含んだ砂など、
骨材と水との混合体、その他、水に不溶性の固体分と水との混合体の水分量を測定するた
めに適用し得るものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための本発明の請求項１による水分量測定方法は、セメントを含
有しない水に不溶性の固体分と水との混合体の水分を測定する方法であって、該混合体と
前記固体分よりも比重が小さく且つ水よりも比重が大きい疎水性の液体とを混合して、該
疎水性の液体に前記混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程、前記疎水性の液体と
水とを重力または遠心力により分離する工程、および、分離された水の量を測定すること
により混合体中の水分量を検出する工程を包含することを特徴とする。
【０００９】
　請求項２による水分量測定方法は、セメントを含有する水に不溶性の固体分と水との混
合体の水分を測定する方法であって、該混合体と前記固体分よりも比重が小さく且つ水よ
りも比重が大きい疎水性の液体とを混合して、該疎水性の液体に前記混合体中の固体分を
溶解または懸濁させる工程、前記疎水性の液体と水とを重力または遠心力により分離する
工程、および、分離された水の量を測定することにより混合体中の水分量を検出する工程
を包含し、前記混合体と前記疎水性の液体とを混合する前に、混合体にセメントの水和を
抑制または停止するための水和反応停止剤を添加することを特徴とする。
【００１０】
　請求項３による水分量測定方法は、請求項１または２において、前記混合体が水性スラ
リーであることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４による水分量測定方法は、請求項１または３において、前記固体分として、骨
材、水に不溶性の無機質粉体材料、またはこれらのうちの２種以上を含有することを特徴
とする。請求項５による水分量測定方法は、請求項２または３において、前記固体分とし
て、セメントを含有し、さらに骨材、水に不溶性の無機質粉体材料、またはこれらのうち
の２種以上を含有することを特徴とする。
【００１２】
　請求項６による水分量測定方法は、請求項１～５のいずれかにおいて、前記混合体と前
記疎水性の液体との混合を、混合により生成される混合物の体積を計測するための目盛り
を有する容器中で行い、前記疎水性の液体と水とを分離する工程を経て分離された水の量
を、前記容器の目盛りによって計測することにより混合体中の水分量を検出することを特
徴とする。
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【００１３】
　また、請求項７による水分量測定方法は、請求項１～６のいずれかにおいて、所定量の
水を混合した混合体を調製し、該混合体と前記疎水性の液体とを混合して、疎水性の液体
に前記混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程および疎水性の液体と水とを分離す
る工程を経て、分離された水の量を測定し、測定された水の量と混合体の調製時に実際に
混合した水の量の関係を予め求めておき、この関係に基づいて混合体中の水分量を検出す
ることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明は、水に不溶性の固体分と水との混合体、とくに水性スラリーに、固体分よりも比
重が小さく且つ水よりも比重が大きく、水と混ざり合わない疎水性の液体を加え、振とう
放置することにより、水性スラリーの水分が上層に分離することを知見した結果としてな
されたものである。
【００１５】
すなわち、水性スラリーに水よりも比重の大きい疎水性の液体を混合し、よく振り混ぜて
静置すると、疎水性の液体中に水性スラリー中の固体分が溶解または懸濁し、比重差によ
り、疎水性の液体の上層に水が分離して、上層が水、下層が固体分を溶解または懸濁した
液体となる。上層に分離した水の量を測定することにより水性スラリー中の水分量を検出
する。疎水性の液体と水とを分離させる工程は、上記のように振り混ぜて静置して重力に
より分離させてもよいが、両者を混合して遠心分離機にかけ、遠心力により分離させても
よく、分離を確実且つ短時間で行うことが可能となる。
【００１６】
固体分よりも比重が小さく且つ水よりも比重が大きく、水と混ざり合わない疎水性の液体
としては、例えば、クロロホルム、四塩化炭素、トルエンなどが挙げられるが、その種類
についてはとくに限定するものではなく、同種の特性をそなえた薬液であれば全てのもの
が使用可能であり、実用性、無害性などを考慮し、種々の薬液を調製して使用することが
できる。
【００１７】
本発明による水分量測定方法は、固体分として、セメント、骨材、水に不溶性の無機質粉
体材料、またはこれらのうちの２種以上を含む水性スラリーの水分量の測定に好適に使用
される。水に不溶性の無機質粉体材料としては、高炉スラグ微粉末、シリカ（フューム）
、フライアッシュなどが挙げられる。セメントとしては、ポルトランドセメント、その他
、上記無機質粉体材料を混合した混合セメントが挙げられる。セメント、骨材、水に不溶
性の無機質粉体材料のうちの２種以上を含む水性スラリーとしては、フレッシュコンクリ
ート、モルタルペーストなどがある。骨材としては、天然の砂、高炉スラグ砕砂（以上、
細骨材）、天然の砂利、砕石、高炉スラグ砕石（以上、粗骨材）、天然、人工の軽量骨材
などが挙げられ、本発明は、水を含んだ（濡れた）細骨材、例えば水に濡れた砂などの水
分量の測定にも適用し得る。
【００１８】
水性スラリーがセメントを含有している場合は、セメントと水との水和反応によって時間
経過とともに水量が変化し、水性スラリー中の水分測定が正確にできなくなるため、水性
スラリーに疎水性の液体を加える前に、水性スラリーにセメントの水和を抑制または停止
するための水和反応停止剤を添加する。
【００１９】
水和反応停止剤としては、例えば、アセトンが使用可能である。アセトンは水より比重が
小さく、水に易溶性で水と混ざり合うが、クロロホルムを加えると、アセトンはクロロホ
ルム側に移行して水だけが分離する。疎水性の液体として、クロロホルム以外のアセトン
と混ざり合わない液体を使用した場合には、上層に水とアセトンとが分離するが、加えた
アセトンの量は予めわかっているから、上層に分離した（水＋アセトン）量からアセトン
量を引くことにより水量が求められる。
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【００２０】
本発明の水分量測定方法の好ましい実施態様としては、水性スラリーなどの水に不溶性の
固体分と水との混合体と疎水性の液体との混合を、混合により生成される混合物の体積を
計測するための目盛りを有するガラス製試験ビンなどの容器中で行い、疎水性の液体と水
とを分離する工程を経て分離された水の量を容器の目盛りによって計測することにより混
合体中の水分量を検出するものである。
【００２１】
また、水性スラリーなどの混合体中に、水分と水和反応を生じるセメントのような固体分
を含有する場合、あるいは混合体中の固体分に水分が吸着して水が上層に完全に分離しな
いような固体分を含む場合には、体積を計測するための目盛りを有するガラス製試験ビン
などの容器を用いて、所定量の水を混合した混合体を調製し、疎水性の液体と混合して疎
水性の液体に混合体中の固体分を溶解または懸濁させる工程および疎水性の液体と水とを
分離する工程を経て、分離された水の量を容器の目盛りにより測定し、分離された水の量
と混合体の調製時に実際に混合した水の量の関係を予め求めておき、この関係に基づいて
混合体中のの実際の水分量を検出するのが好ましい。
【００２２】
【実施例】
以下、混合体として水性スラリーを使用し、水性スラリー中の水分量を検出するための好
ましい実施例について説明する。なお、これらの実施例は、本発明の好ましい一実施態様
を説明するためのものであって、これにより本発明が制限されるものではない。
【００２３】
実施例１
セメント、骨材、水を含む水性スラリー（フレッシュコンクリート）の適量を、検量目盛
りを有する直径４ｃｍ、高さ１０ｃｍの円筒状のガラス製蓋付き試験ビンに採取し、重量
を測定する。ついで、セメントと水との水和反応を停止するために、アセトンを加えてよ
く振り混ぜ、セメントの周囲の水をアセトンと置換させる。
【００２４】
水和を停止させた後、クロロホルムを、（水＋アセトン）量と同量以上加えて、激しく振
とうさせ、静置した結果、比重差によって、上層に水、下層にアセトン、クロロホルム、
固体分（セメント、骨材など）からなる混合層が分離する。
【００２５】
分離後の水量を試験ビンの目盛りにより目視で測定することにより、水分量を求め、この
検出値と先に測定した水性スラリーの重量から、水性スラリー中の水分量を検出する。上
層に分離した水を目盛り付きのマイクロシリンジ（注射器）を用いて吸い取ることにより
水量を測定することもできる。
【００２６】
実施例２
直径４ｃｍ、高さ１０ｃｍの５個の円筒状のガラス製蓋付き試験ビンに、フライアッシュ
２０グラムと水２０グラム、３０グラム、４０グラムおよび５０グラムを混合した水性ス
ラリー（フライアッシュスラリー）をそれぞれ調製する。
【００２７】
ついで、各試験ビンの水性スラリーに、５０グラムのクロロホルムを加えて、激しく振り
混ぜた後、静置してクロロホルムの層と水の層を完全に分離させたところ、下層のクロロ
ホルム層にフライアッシュが混ざり、上層には水だけが分離した。
【００２８】
分離後の水量を試験ビンの目盛りにより目視で測定することにより、水分量を検出し、こ
の値と水性スラリーの調製時に実際に加えた水量との関係を求めた。結果を図１に示す。
図１に示すように、上層に分離した水量から、誤差約－（マイナス）１０％以内の精度で
真の水分量を求めることができることがわかる。
【００２９】
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【発明の効果】
本発明によれば、水に不溶性の固体分と水との混合体の水分量を、大掛かりな装置や特殊
な装置を使用することなく、電気などのエネルギーも必要とせず、混合体の水分を、水と
混ざり合わず且つ水より比重の大きい液体に置換して、水の層を分離させることにより、
簡便且つ短時間で測定することができる水分量測定方法が提供される。
【００３０】
本発明の水分量測定方法は、フレッシュコンクリート、セメントモルタル、セメントペー
ストなどのセメントスラリー、各種粉体スラリーなど、スラリー状の混合体、すなわち水
性スラリーの水分量測定に好適に使用することができ、水性スラリーがフレッシュコンク
リート（生コンクリート）の場合、建設現場での生コンの受入れ検査や品質管理上の検査
において、直ちにその水分量を検出することができるから、生コンの受入れの可否などを
迅速に判断することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】フライアッシュスラリーの水分量測定において、実際に混合した水量と上層に分
離した水量の関係を示すグラフである。

【図１】
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